
 

 

 

                                            
  

  

  

４．教育の再生

・「教育基本法」34の理念を実現し、公平な教育機会を確保するため、公教育の質

の向上を図る。そのため、「教育振興基本計画」35等に基づき、①初等中等教育

については、新学習指導要領の円滑な実施、幼児教育、特別支援教育、国語教

育、外国語教育、徳育や読書・体験活動の充実、「スクール・ニューディール」

構想の推進、教員が一人一人の子どもと向き合う環境づくり、教職員定数の適

正化や多様な手段を通した学校のマンパワーの充実、学校の事務負担軽減、教

育的観点からの学校の適正配置、②高等教育については、国際的に開かれた大

学づくり、高等教育の教育研究基盤の充実、競争的資金の拡充などの新たな時

代に対応した教育施策に積極的に取り組む。 

・安心して教育が受けられる社会の実現に向けて、各学校段階の教育費負担に対

応するため、所要の財源確保とあわせた中期的な検討を行いつつ、当面、軽減

策の充実を図る。 

・スポーツが人間形成に重要な役割を果たすことにかんがみ、武道教育の推進や、

スポーツ立国を目指し、オリンピック等の招致、国際競技力の向上、地域スポ

ーツの振興、これらのための体制の充実などを推進する。「青少年育成施策大綱」

に基づく青少年の健全育成や、「食育推進基本計画」36に基づく食育を推進する。

日本文化の発信や文化財の保存・活用、子どもの文化芸術体験など文化芸術を

振興するため、総合的な施策を推進する。 

34 「教育基本法」（平成 18年法律第 120号） 
35 「教育振興基本計画」（平成 20年７月１日閣議決定） 
36 「食育推進基本計画」（平成 18年３月 31日）
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第４章 今後の財政運営の在り方

「短期は大胆、中期は責任」との観点から、今後の財政運営を行う。 

１．平成 22 年度予算の基本的考え方

（１） 今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方 

・我が国経済は、雇用情勢の一層の悪化が懸念されるものの、輸出や生産に明る

い動きが見られ、「経済危機対策」を含む累次の景気対策の着実な実施により、

景気は底割れが回避され、先行きは緩やかに持ち直していくことが期待される。

・平成22年度においては、世界経済の改善に応じて外需が回復するとともに、対

策の効果が引き続き発現し、民需の持ち直しの動きが徐々に進展していくこと

が見込まれ、景気の回復が確かなものとなることが期待される。 

・しかしながら、雇用の大幅な調整、物価の下押し圧力によるデフレ懸念、世界

の景気後退長期化のおそれ等の我が国経済を下振れさせるリスクが存在するこ

とに留意する必要がある。 

・政府は、引き続き景気回復を昀優先で進める。「経済危機対策」においては、多

年度を視野に入れ、時宜を得た様々な施策を講ずることとしており、これらを

着実に実施することにより景気を回復させるとともに、中長期的に、日本経済

の成長力を高めていく。また、本「基本方針2009」に基づき、安心と活力を両

立させる国づくりへの取組を加速する。 

・経済危機的状況に照らし、果断な対応を適時適切に図る。 

（２） 平成22年度予算の方向 

・平成22年度予算は、持続的な経済成長と財政健全化の両立を図る上で重要な予

算である。「基本方針2006」等 37を踏まえ、無駄の排除など歳出改革を継続しつ

つ、安心・安全を確保するために社会保障の必要な修復をするなど安心と活力

の両立を目指して現下の経済社会状況への必要な対応等を行う。 

（安心と活力のための予算編成） 

・上記の基本姿勢に沿って、昨年度とは異なる概算要求基準を設定し、メリハリ

の効いた予算編成を行う。 

・経済社会状況への対応等として、「第１章 ４．（３）当面の『昀優先課題』」と

ともに、「第２章 成長力の強化」、「第３章 安心社会の実現」に述べた取組を

推進する。そのため、予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分 

37 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18年７月７日閣議決定）、「経済財政改革の

基本方針 2007」（平成 19年６月 19日閣議決定）、「経済財政改革の基本方針 2008」（平成 20年６月 27

日閣議決定）等
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の重点化・効率化を行う。 

・各府省の予算要求に当たっては、成果目標を掲げ、事後評価を十分に行い、予

算の重点化に活用するなど、ＰＤＣＡサイクルを着実に実施する。 

（３） 新たな行政改革の取組 

・不断の行政改革の推進と無駄排除の徹底を継続していく。 

・簡素にして温かい政府を創るため、「量の改革」とともに、政府全体としての具

体的な取組方針38に基づく「質の改革」を進める。 

・国民全体の奉仕者として、責任を自覚して職務を遂行する等のため、国家公務

員制度改革を着実に実行する。 

・新たな定員合理化計画（５年間で10％以上）を策定するとともに、「出先機関改

革に係る工程表」39に沿って出先機関の事務・権限の移譲に伴う人員の地方移管

等を進めるための取組を行う。 

・人事院に対し、今夏勧告時に地域別官民給与の実態を公表し、その状況も踏ま

えつつ、俸給表水準について必要な見直しを検討するよう要請 40している。 

・独立行政法人について、来年度に中期目標期間が終了する統合予定法人の見直

しを前倒す等により、「独立行政法人整理合理化計画」41を確実に実施する。 

・独立行政法人、特殊法人等、国と特に密接な関係を持つ公益法人等における役

員の報酬・退職金について、「公務員制度改革大綱に基づく措置について」等 42の

趣旨を踏まえ点検を行う。 

・重要対象分野である地震対策及び医師確保対策の政策評価を推進する。 

38 「『質の行政改革』に関する取組方針」（平成 21年６月 19日） 
39 「出先機関改革に係る工程表」（平成 21年３月 24日） 
40 「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成 20年 11月 14日閣議決定） 
41 「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19年 12月 24日閣議決定） 
42 「公務員制度改革大綱に基づく措置について」（平成 14年３月 29日）、「独立行政法人整理合理化計

画」（平成 19年 12月 24日閣議決定）、「行政改革の重要方針」（平成 17年 12月 24日閣議決定、平成

18年６月 16日一部改正）、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成 20年 11 月 14 日閣議

決定）、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９月 20日閣議決定、平成 18年８月 15日

一部改正）
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２．財政健全化目標

「短期は大胆、中期は責任」との方針の下、経済成長や社会保障制度を持続可能

なものとするため、以下の目標を掲げ、財政健全化の取組を進める。

・財政の持続可能性を確保するため、財政健全化目標の基本として国・地方の債

務残高対ＧＤＰ比を位置付け、これを 2010 年代半ばにかけて少なくとも安定化

させ、2020 年代初めには安定的に引き下げる。 

・このため、今後 10 年以内に国・地方のプライマリー・バランス 43黒字化の確実

な達成を目指す。さらに、我が国の債務残高が他国に類例を見ないほどの高い

水準にあることから、利払い費を含む財政収支の均衡を視野に入れて、収支改

善努力を続ける。 

・当面の経済財政運営に当たっては、まずは景気を回復させ、５年を待たずに国・

地方のプライマリー･バランス赤字（景気対策によるものを除く）の対ＧＤＰ比

を少なくとも半減させることを目指すが、この目標については、現下の世界経

済等の流動的要素にかんがみ、時宜に応じた検証を行う。 

43 プライマリー・バランスは、基礎的（初期的）財政収支を意味する。
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 別紙１

「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題のうち2011年度までに実施する重要事項

 共 通

・社会保障番号・カード（仮称）を2011年度中を目途に導入する。それに向け、省庁横断

的な検討や実証実験の結果を踏まえた制度設計を行う。 

・あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創設の検討を行う。 

医療・介護

（医 療） 

・地域医療再生のため、５年間程度の基金を都道府県に設置し、地域全体での連携の下、

計画に従って、以下の事業を地域の実情に応じて実施して、地域医療再生・強化を図る。

（平成21年度第１次補正予算） 

－ 医療機能連携のための施設・ＩＴ基盤の整備 

－ 医療機関の役割分担・機能分化の推進 

－ 大学病院等と連携した医師派遣機能の強化 

－ 医師事務作業補助者の配置 等 

・2013年度からの都道府県医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな指針を作成する。

・2010年度に見込まれる診療報酬改定において、「選択と集中」の考え方に基づき、診療

報酬の配分の見直しを行うとともに、救急、産科等の体制強化などの方策を検討する 44。

・地域間、診療科間、病院・診療所間の医師の偏在を是正するための効果的な方策及び医

師等人材確保対策を講ずる。 

・看護師等の専門性を更に高めるとともに、医師と看護師等との役割分担が可能な行為を

一層明示・普及し、業務範囲と責任の所在を明確にしつつ、チーム医療・役割分担を積

極的に推進する。 

・医療新技術に対応するための革新的医薬品等の開発支援を行う。（平成21年度第１次補

正予算） 

－ がん、小児等の未承認薬等の開発支援、審査の迅速化を図る。 

－ 新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短

縮する体制（現在１年半～２年→約半年）を５年以内に整備する。 

・後発医薬品の使用促進等、医療の効率化を進める。 

・「規制改革推進のための３か年計画（再改定）」を踏まえ、2011年度当初までのレセプ

トの原則完全オンライン化を進める。 

44 診療報酬点数の設定に関しては、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定される「診

療報酬改定の基本方針」に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問・答申を経て行われる。
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（介 護） 

・ デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。 

・ 特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等の緊急整備を進め

る。（平成2 1年度第１次補正予算） 

・ 2009年度のプラス3. 0％の介護報酬改定による介護従事者の処遇改善を図る。 

・ 介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し助成を行う。（平成21年度第１次補正予算）

・ 介護経験のない離職者等に対する職業訓練、潜在的有資格者の再就職支援、現に働く介

護人材の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。（平成21年度第１次補正予算）

・ 2009年度の介護報酬改定の事後検証も踏まえ、介護報酬の在り方について、望ましい地

域包括ケアの観点から検討を進める。 

（医療と介護の連携） 

・ 医療と介護が連携したサービスを提供するための診療報酬と介護報酬の同時改定（2 012

年度見込）に向けた検討を進める。

少子化対策

・ これから子どもを産み育てることを望むあらゆる世帯に対応した新しい子育て支援制

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制上の整備を図る。

・ 「安心こども基金」（2 010年度まで）等により、保育所・放課後児童クラブの整備、家

庭的保育、小規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を進めるととも

に、放課後子どもプランを推進する。 

・ 一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整備など、すべて

の子ども・家庭を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年度第１次

補正予算） 

・ 社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達等へのサービスを拡充する。（平成2 1

年度第１次補正予算） 

・ 妊婦健診への公費負担を通常必要とされる14回程度まで拡充する。（平成20年度第２次

補正予算45） 

・ 「仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）憲章」及びその「行動指針」に基づい

た取組を推進する。 

・ 「育児・介護休業法」 46の改正及び「次世代育成支援対策推進法」 47の改正を踏まえ、企

業における仕事と家庭の両立を進める。 

・ これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に新しい「少子化社会対策大綱」を策定する。 

45 「平成 20年度補正予算（第２号）」（平成 21年１月 27日） 
46 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号） 
47 「次世代育成支援対策推進法」（平成 15年法律第 120号）
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 別紙２

）

「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題への対応策の具体化 

2010年代半ばに向けた取組の方向 

･ 低年金・無年金者対策の推進 

･ 在職老齢年金制度の見直し 

･ 育児期間中の保険料免除 など 

左記実現のために税制抜本改革を 

実施する前に具体案を検討すべき事項

年 金 ･ 保険料免除制度の見直し、受給資格

期間の見直し、厚生年金適用拡大、

保険料追納の弾力化 

･ 就労する高齢者への年金支給停止の

在り方 

･ 育児期間中の保険料免除の対象者の

範囲 

医療・介護 （医療） 

･ 急性期医療の機能強化、在宅医療等

地域で支える医療・地域連携の強化

･ 医師と看護師等との役割分担の推進

･ 新技術、効率化への対応 など 

（介護） 

･ 介護サービス基盤の強化、地域包括

ケアの実現 

･ 介護従事者の確保・定着支援 など

･ 2015年における、急性期医療の職員

配置、医療・介護のマンパワー数、

機能別の病床数、救命救急センター

数、ＩＣＵベッド数、平均在院日数

一人当たり病院医師の業務量減、居

宅サービス・介護保険施設等の介護

サービスの量、などの目標（「医療・

介護サービス・人材整備目標」） 

、

少子化対策 ･ これから子どもを産み育てることを

望むあらゆる世帯に対応した新しい

子育て支援制度の導入と、その下で

の給付・サービスの抜本的拡充 

･ すべての子ども・家庭を対象とする

一時預かりサービスの充実や地域子

育て支援拠点の整備 など 

･ 2015年における、保育所・家庭的保

育・企業内保育所・認定こども園の

定数、保育士数、放課後児童クラブ

数、一時預かりサービス拠点数、地

域子育て支援拠点数、などの目標

（「子育てサービス・人材整備目標」
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